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通信
令和４年（確定）及び令和５年（11月末）の労働災害発生状況について

■建設現場 年末無災害運動を実施中です。

年末は、建設工事現場が繁忙時期に入るとともに、降雪期を迎え作業環境が厳しくもなることに伴って労働災害が増加

することが懸念されるため現場の安全配慮が必要です。また、過去にも冬季時の降雨後に発生した土砂崩壊事故のよう

に、天候が影響した多くの自然災害が全国的に発生し、これらの対策を講じた現場の在り方も重要になっています。

このようなことから、秋田労働局では、建設事業者に対し、年末の労働災害発生を防止することを目的に、12 月 1 日か

ら 31 日までの期間を、「建設現場年末無災害運動～令和 5 年の年末も笑顔で過ごそう～」と定め、経営トップ・現場

管理者及び現場作業員に対し、労働災害防止に向けた指導、周知等を実施 しています 。

具体的には、経営トップから労働災害防止に関する方針表明を行い、下記を中心とした労働災害防止対策を講じてい

ただくようお願いします。

１ 安全衛生管理体制の整備及び安全衛生活動の実施

（教育の徹底、リスクアセスメントの実施等）

２ 墜落・転落災害の防止

（手すり等の確実な設置、適切な墜落制止用器具の使用等）

３ 建設機械・移動式クレーン等災害の防止

（作業計画の策定、立入禁止区域の明確化、つり荷下の立入禁止等）

４ 土砂崩壊災害の防止

（地山の点検の実施、土止め支保工の設置等）

５ 転倒災害の防止

（冬季転倒災害防止については裏面を参照）

６ 交通労働災害の防止

（適正な労働時間や走行管理、交通法令の遵守等）

７ 不安全行動による災害の防止

（危険軽視の行動を「黙認しない、見逃さない」職場風土づくりの推進等）

８ 職業性疾病の防止

（石綿ばく露防止対策、粉じん防止対策等）
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7 1,220 14 3,117 12 2,027 12 1,337 -690 -34.0% 4 691 4 475 -216 -31.3%

7 1,120 14 1,155 12 957 12 946 -11 -1.1% 4 342 4 375 33 9.6%

100 1,962 1,070 391 -679 -63.5% 349 100 -249 -71.3%

1 2 218 2 321 2 248 191 -57 -23.0% 66 57 -9 -13.6%

2 3 4 4 - 0 -

3 建設業 4 227 8 304 6 269 4 187 -82 -30.5% 3 73 1 59 -14 -19.2%

73 3 119 2 105 2 58 -47 -44.8% 1 20 19 -1 -5.0%

3 123 3 117 3 100 2 103 3 3.0% 1 24 1 30 6 25.0%

18 12 10 1 15 5 50.0% 2 2 -

3 77 3 78 3 66 61 -5 -7.6% 1 14 15 1 7.1%

1 31 2 68 1 64 26 -38 -59.4% 1 29 10 -19 -65.5%

4 運輸交通業 113 132 112 2 93 -19 -17.0% 45 1 48 3 6.7%

5 　貨物取扱業 1 2 1 -1 -100.0% 1 -1 -100.0%
６－

２ 1 37 2 32 2 28 1 17 -11 -39.3% 1 2 1 100.0%

8 192 1 256 1 203 1 157 -46 -22.7% 1 87 1 72 -15 -17.2%

13 214 1,801 934 1 510 -424 -45.4% 286 1 150 -136 -47.6%

14 52 63 55 1 43 -12 -21.8% 27 22 -5 -18.5%

15 32 1 35 1 31 1 50 19 61.3% 17 30 13 76.5%

131 171 146 1 85 -61 -41.8% 88 35 -53 -60.2%
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年合計（確定） 令和４年 令和５年
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製造業
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うち新型コロナを除く

うち新型コロナによる

１月～11月 １月～11月

上記以外の事業

鉱   業
（鉱安法適用を除く）

土木工事業
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鉄骨・鉄筋家屋建築

木造家屋建築

その他の建設業

林   業

商   業

保健衛生業

接客娯楽業

清掃・と畜業




